
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

立会人 

投票管理者 

投票箱 

投
票
所 

品川区東大井 4-13-11-304 〒140-0011  
TEL:03-5461-8757 FAX:03-5461-8763 
E-mail：takahashi-shinji@spa.nifty.com 
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：品川区 高橋しんじ   検索 
☆過去の『区政報告』が HP でご覧になれます。 
☆『区政報告』への感想をぜひお寄せ下さい。 
☆『区政報告』をお店の片隅に置かせて下さい。 
 

高 事 橋しんじ 務所 

 

☆☆品川区イズ 553☆☆ 
  ◇選挙掲示板の選挙ポスターって？◇ 
選挙では、公設掲示板に選挙ポスターを貼

ります。さて、次のうち公職選挙法に照らし
て、誤っているものは？複数あります。 
①選挙区内すべての掲示板に選挙ポスターを
貼らなければならない。 

②選挙ポスターには候補者本人の顔写真がな
ければならない。 

③選挙ポスターの候補者の写真は 6 ヶ月以内
のものでなければならない。 

④選挙ポスターには候 
 補者の氏名がなけれ 
ばならない。 
◎難易度 ☆☆☆ 

 
 
 
  

※毎週、区政や区内の出来事についてご報告しています 

 

品川区議会議員 
 無所属 
高橋 しんじ 

 

 
 

No.553 

 
 

2020 年 7 月 

平成３１年 4月 6,205．403票（１位）の 
ご支持を頂き、現在４期目。若草幼稚園、品川区
立鈴ヶ森小・中学校、早実高、早大（政経学部
政治学科 専攻は地方行政）・同大学院博士課
程で学ぶ。東大研究員、塾などを経て、教師（早
実高、都立日比谷高・青山高・大森高）。軟式
野球ルーキーズ監督。平成 19 年初当選（2541
票）、平成 23 年 5232 票（１位）。平成 27 年
5551 票（58 票差で 2 位）。『議員力検定１級』
合格☆初心を忘れずにガンバります！ 
 

高橋しんじプロフィール  

 しがらみのない無所属 

➚公職選挙法の第 58 条は、幼児であれば同伴
が許されていましたが、ある程度成長した子ど
もは連れて行ってはいけないということでし
た。この改正後は、投票所への 18 歳未満の子

どもの同伴が全面的に解禁されました。ご存じ
ない方も多いです。次回は、ぜひご一緒に。 

◇選挙に関する様子で誤りは？ 

図の中に選挙や投票所等に関する誤りが５つあ
ります。探してください♪～（解答は反対面） 

図は、総務省ホームページの「子どもと一緒

に選挙にいこう」という選挙啓発チラシです。
2016 年公職選挙法が改正され、18 歳選挙権等
が参院選から適用されました。子連れ投票は、
原則として認められておらず、各投票所によっ
て可否が分かれている状態でした。改正前の➚ 

めいすいくん 

ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸ 

記載台 

投票用紙発行 

選挙ﾎﾟｽﾀｰ掲示板 

 投票日当日
です！ 

選挙カー 

mailto:takahashi-shinji@spa.nifty.com


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

発行者 高橋慎司 

〒140-8715 品川区広町 2－1－36 ４階 

Tel ０３‐５７４２－６８６4 

☆区政へのご要望をお寄せ下さい！！ 
☆ご希望の方に『区政報告』をお届けい 
たします(送料は当方で負担します)。 

 
 
 
 
 

月・水 ＪＲ大井町駅前 
火 京急青物横丁駅前 
木 ＪＲ大森駅前  
金 京急立会川駅前 
☆各 7:00-9:30 頃 

◎『区政報告』をお配りしています。 
◎議会等の事情で変更する場合があります。 
◎見かけたらお気軽にお声をおかけ下さい。 

朝、駅前にいます！ 

 

◇羽田新ルート 変更可否議論 専門家検討会 
都心上空を通過する羽田空港新飛行ルートの変更
可否等を議論する専門家検討会の初会合が 6/30、
国交省で開かれた。検討会は、同省が事務局となり、
騒音軽減を目的に航空会社のパイロットや管制の
専門家ら委員 8 人が、ルート変更が可能かどうかを
管制運用や航空機器等の観点から話し合う。この日
は、3/29 に運用が始まった新ルートの利用実績や
最新の管制システム等について意見交換をしたと
いう。今後、海外の動向も調査し、今年度中に技術
的方策を整理する。    参考：7/1 読売新聞他 

 

 ズ 

ちょっとした話ながわ 

◇右図は、ただしい絵です。 

【答えと解説】  
①記載台の仕切りが 1 ヶ所
足りない。投票の秘密を守
るため、他人から見えない
ように工夫されています。 

②立会人が 1 人。投票所の立

会人は 2 人以上いないと
いけません。投票管理者は
1 人必要です。 

③ポスター掲示板のポスタ
ーの位置が違う。どの掲示
板でも同じ位置に。（注：

品川区議会議員選挙の掲
示板は 2 種類あります） 

④選挙カーが走っている。投
票日当日は、選挙運動はで
きません。 

⑤「めいすいくん」にカギが
ない。「めいすいくん」（下
図：明るい選挙のｲﾒｰｼﾞｷｬﾗ
ｸﾀｰ）は投票箱がﾓﾁｰﾌなの
で本物の投票箱同様にカ
ギがついています。 

① 

② 
③ 

③ 

⑤ 

④ 

カギ 

◇子連れ投票は子どもの将来につながっています 
  

 
子どもの頃に親の投票についていったこ
とのある人とない人の投票参加の比較 

 

ある人 ない人 

◎平成 28年参院選後の総務省「18歳選挙
権に関する調査」 
（18～20歳男女 3000人のﾈｯﾄ調査より） 

 子どもの頃に投票に行っ
たことのある人の投票率
は、63％。一方、行った
ことが無い人の投票率は、
41.8％。その差は、20％
以上！保護者の皆様、「お
子さんと一緒に選挙へ！」 

クイズの答え:①～④すべて誤り。①全
掲示板に貼らなくてもよい。また、1 ヶ
所も貼らなくてもよい。②写真がなくて
もよい。また、他人の写真でもよい（他
人の承諾は別にして公職選挙法上は 
問題ない）。③例えば 10 年前の写真を
使っても法的に問題ない（道義上の問題
は別にして）。注『選挙公報』に掲載の
写真は「本人の 6 ヶ月以内の写真」とい
う規定です。④氏名がなくともよい。☆
公職選挙法はいくつか課題があります。 
 


